
厚
生
労
働
省
よ
り
２
０
２

４
年
度
の
年
金
支
給
額
の
改

定
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。「
年

金
」
と
聞
く
と
皆
さ
ん
は
何

を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？
　

多
く
の
方
は
「
老
後
に
受
け

取
る
年
金
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。公

的
年
金
は
、
老
後
の
た

め（
老
齢
年
金
）だ
け
で
は
な

く
、
一
家
の
大
黒
柱
が
亡
く

な
っ
た
と
き（
遺
族
年
金
）や

病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ

た
と
き（
障
害
年
金
）に
も
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
年
金
の
仕
組
み

と
改
定
に
つ
い
て
お
伝
え
し

て
い
き
ま
す
。

１
９
６
１
年
に
「
国
民
皆

年
金
」制
度
が
は
じ
ま
り
、20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
国
民
は

誰
で
も
公
的
年
金
に
加
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
85
年
の
改
正
で
基
礎

年
金
が
導
入
さ
れ
、
日
本
の

年
金
制
度
は
２
階
建
て
構
造

と
な
り
ま
し
た
。１
階
部
分

は
、基
礎
年
金
と
も
呼
ば
れ
、

20
歳
以
上
の
私
た
ち
全
員
が

加
入
す
る
「
国
民
年
金
」
で

す
。２
階
部
分
は
１
階
部
分

に
上
乗
せ
と
な
る
会
社
員
や

公
務
員
が
加
入
す
る
「
厚
生

年
金
」
で
保
障
が
厚
く
な
っ

て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、１
階
部
分
の
国

民
年
金
は
第
１
号
か
ら
第
３

号
被
保
険
者
ま
で
三
つ
に
分

け
ら
れ
、働
き

方
に
よ
っ
て

保
険
料
の
納

め
方
が
異
な

り
ま
す
。

自
営
業
者

や
農
業
従
事

者
、学
生
や
無

職
な
ど
の
人

は「
第
１
号
被

保
険
者
」と
呼

ば
れ
、１
カ
月

１
万
６
５
２

０ 

円（
４
月

か
ら
１
万
６

９
８
０
円
）の

保
険
料
を
自

ら
納
め
ま
す
。

な
お
、学
生
や

所
得
が
低
く

保
険
料
を
払

う
の
が
難
し

い
と
き
に
は
学
生
特
例
や
保

険
料
免
除
、
納
付
猶
予
と
い

っ
た
制
度
を
使
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。会
社
員
や
公
務
員

な
ど
厚
生
年
金
の
上
乗
せ
が

あ
る
第
２
号
被
保
険
者
は
、

毎
月
定
率
の
保
険
料
を
会
社

と
折
半
で
給
与
や
ボ
ー
ナ
ス

か
ら
天
引
き
さ
れ
て
納
め
ま

す
。第
２
号
被
保
険
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者（
専

業
主
婦
・
主
夫
）
は
第
３
号

被
保
険
者
と
呼
ば
れ
、
保
険

料
は
第
２
号
被
保
険
者
の
厚

生
年
金
制
度
な
ど
が
負
担
し

て
お
り
個
人
で
支
払
う
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

公
的
年
金
の
基
礎
で
あ
る

国
民
年
金（
老
齢
基
礎
年
金
）

は
、
受
給
資
格
と
な
る
保
険

料
納
付
済
等
期
間（
免
除
期

間
や
合
算
対
象
期
間
を
含

む
）
が
10
年
以
上
あ
れ
ば
原

則
65
歳
か
ら
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。年
金
額
は
納

付
し
た
期
間
に
応
じ
て
決
ま

る
の
で
、
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
、
未
納

な
く
保
険
料
を
納
め
る
と
満

額（
２
０
２
３
年
度
79
万
５

０
０
０
円
）
の
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

さ
て
冒
頭
の
話
で
す
が
、

24
年
４
月
か
ら
公
的
年
金
は

２
・
７
％
引
き
上
げ
ら
れ
、

国
民
年
金
は
年
額
81
万
６
０

０
０
円
と
な
り
ま
す
。こ
れ

は
年
金
額
の
改
訂
ル
ー
ル
に

基
づ
き
物
価
や
賃
金
の
変
動

に
応
じ
て
毎
年
度
改
定
を
行

う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

24
年
度
は
、
物
価
変
動
率

（
３
・
２
％
）が
名
目
手
取
り

賃
金
変
動
率（
３
・
１
％
）を

上
回
っ
た
た
め
、
名
目
手
取

り
賃
金
変
動
率（
同
）を
用
い

て
の
改
定
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
年
金
は
現
役
世
代

か
ら
年
金
受
給
世
代
に
仕
送

り
す
る
賦
課
方
式
で
成
り
立

っ
て
い
る
た
め
、
将
来
世
代

の
年
金
給
付
水
準
を
確
保
す

る
に
は
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
」
と
い
う
年
金
の
伸
び

を
調
整
す
る
仕
組
み
を
発
動

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

少
子
高
齢
化
に
よ
る
年
金
の

担
い
手
で
あ
る
現
役
世
代
の

人
口
減
少
と
、
平
均
余
命
の

伸
び
を
数
値
化
し
た
ス
ラ
イ

ド
調
整
率（
０
・
４
％
）を
名

目
手
取
り
賃
金
変
動
率（
３
・

１
％
）
か
ら
差
し
引
く
こ
と

で
、
年
金
給
付
額
の
伸
び
は

２
・
７
％
に
抑
え
ら
れ
ま
し

た
。24
年
度
の
年
金
額
は
月

額
１
７
５
０
円
の
増
加
に
留と

ど

ま
り
、
賃
金
や
物
価
の
上
昇

率
ほ
ど
年
金
額
は
増
え
な
い

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。公
的
年
金
は
物
価
ス

ラ
イ
ド
方
式
と
は
い
え
、
今

後
も
物
価
や
賃
金
の
上
昇
時

に
は
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
」の
発
動
に
よ
っ
て
、年
金

額
の
調
整
が
行
わ
れ
そ
う
で

す
。現

役
世
代
が
、
年
金
だ
け

で
老
後
生
活
を
送
っ
て
い
く

こ
と
は
厳
し
く
、
自
助
努
力

が
ま
す
ま
す
重
要
と
感
じ
ま

す
。ま
ず
は
自
分
の
年
金
を

知
る
こ
と
か
ら
始
め
、
ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト
や
公
的
年
金
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
年
金
額
を

試
算
し
て
み
ま
し
ょ
う
。そ

の
上
で
、
税
制
優
遇
な
ど
を

活
用
し
た
資
産
形
成
を
検
討

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。

公的年金制度の種類と加入する制度

出所：日本年金機構ホームページより
公的年金制度の種類と加入する制度｜日本年金機構 (nenkin.go.jp)
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公的年金制度の種類と加入する制度｜日本年金機構 (nenkin.go.jp)
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